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　　　　　条　　　　　例

〇市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正する条例�

（第１号）� 3

〇特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例（第２号）� 3

〇一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例（第３号）� 4

〇広島市道路構造基準等条例の一部を改正す

る条例（第４号）� 4

〇広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例（第�

５号）� 4

〇広島市公園条例の一部を改正する条例（第�

６号）� 5

　　　　　規　　　　　則

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則

の一部を改正する規則（第３号）� 5

〇職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の

一部を改正する規則（第４号）� 6

〇広島市証明等手数料条例施行規則の一部を

改正する規則（第５号）� 6

〇広島市工業技術センター条例施行規則の一

部を改正する規則（第６号）� 6

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の

一部を改正する規則（第７号）� 6

　　　　　告　　　　　示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者�

の指定� 7

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業�

者の指定� 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止の届出� 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 7

〇開発行為に関する工事の完了� 7

〇令和３年第１回広島市議会定例会の招集� 7

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）臨港地区の変更� 8

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）地区計画の決定� 8

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）道路の変更� 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関からの変更の届出� 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更� 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する

機関の指定の更新　２件� 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関からの廃止の届出� 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 9

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の�

廃止の届出� 9

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出� 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

目 次
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用途地域の指定のない区域のうち市街化調

整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建

築物の各部分の高さの限度の変更� 14

〇広島農業振興地域整備計画の変更� 15

〇開発行為に関する工事の完了� 15

〇放置自転車等の撤去（中区）　５件� 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 16

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 16

〇放置自転車等の撤去（中区）　３件� 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 17

〇放置自転車等の撤去（中区）� 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 17

〇放置自転車等の撤去（中区）� 17

〇放置自転車の撤去（東区）　２件� 17

〇放置自転車等の撤去（南区）　４件� 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 18

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 18

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 18

〇放置自転車等の撤去（西区）　３件� 18

〇都市公園法による都市公園の設置（西区）� 19

〇放置自転車等の撤去（西区）　４件� 19

〇道路の区域変更（安佐南区）� 19

〇道路の供用開始（安佐南区）� 19

〇道路の区域変更（安佐南区）� 19

〇道路の供用開始（安佐南区）� 20

〇建築基準法による道路の位置の変更（安佐�

南区）� 20

〇葵之荘団地町内会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 20

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止（安�

佐南区）� 20

〇建築基準法による道路の位置の変更（安佐�

南区）� 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐南区）� 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐南区）� 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 21

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業再開の届出� 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関からの事業所等の変�

更の届出� 10

〇広島市市税条例による個人の市民税の申告

に関する期限の延長� 10

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出� 10

〇自転車等の所有権の取得� 10

〇公共下水道の供用開始� 10

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理�

開始� 11

〇農業集落排水処理施設の供用開始� 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者からの変�

更の届出� 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 11

〇令和２年度一般廃棄物（ごみ）処理実施計

画（令和２年４月１日告示）の一部改正� 11

〇路上駐車場の休止� 11

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物

処分手数料の収納事務の委託� 11

〇令和３年度の路面復旧監督費の単価� 12

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）地区計画の変更� 12

〇市道の路線の廃止� 12

〇市道の路線の認定� 12

〇道路の区域決定� 13

〇道路の供用開始� 13

〇介護保険法による指定地域密着型サービス

事業の廃止の届出� 14

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�

廃止の届出� 14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の�

廃止の届出� 14

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出� 14

〇建築基準法による広島圏都市計画区域内の
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〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 21

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 21

〇建築基準法に規定する道路の指定� 21

〇道路の供用開始（安佐北区）� 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃

止（安佐北区）� 22

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止（安�

佐北区）� 22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区）� 22

〇令和３年第１回小河内財産区議会定例会の

招集（安佐北区）� 22

〇令和３年第１回高南財産区議会定例会の招

集（安佐北区）� 22

〇長期間駐車されていた自転車の移動（安芸�

区）� 22

〇道路の区域変更（安芸区）　２件� 22

〇道路の供用開始（安芸区）� 23

〇道路の区域変更（安芸区）� 23

〇道路の供用開始（安芸区）� 23

〇道路の区域変更（安芸区）� 24

〇道路の供用開始（安芸区）� 24

〇道路の区域変更（安芸区）� 24

〇道路の供用開始（安芸区）� 24

〇道路の区域変更（安芸区）� 24

〇道路の供用開始（安芸区）� 25

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 25

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 25

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 25

〇道路の供用開始（佐伯区）� 25

〇道路の区域変更（佐伯区）� 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 26

　　　　　教育委員会告示

〇公印の印影印刷� 26

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 26

　　　　　監　査　公　表

〇令和２年度包括外部監査人の監査の結果に

関する報告の公表� 27

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 27

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

条 例
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

規 則
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広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實
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広島市告示第４２号

令和３年２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第７８条第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和３年２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地
株式会社ハー
トアンサンブ
ル

デイサービス
梅の里

広島市安佐南
区中筋二丁目
１７番５６号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３号

令和３年２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

指定年月日　令和３年２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地
医療法人社団
いでした内科
・神経内科ク
リニック

通所介護事業
所「ゆめ」

広島市安佐北
区口田三丁目
３３番５号

１日型デイサー
ビス

Ｔ＆ＴＷＡＭ
サポート株式
会社

ここからスタ
ジオ

広島市西区己
斐上四丁目２
番３８号

短時間型デイサ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４号

令和３年２月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

大谷しょうい
ちろう乳腺ク
リニック

広島市中区八丁
堀４－１８－１
０１

令和３年２月
１日

令和９年１月
３１日

広島市南区宇品 令和３年１月 令和８年１２

たちばな薬局 神田四丁目１２
－１２　１階

１日 月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５号

令和３年２月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６号

令和３年２月２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７号

令和３年２月３日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区上温品三丁目１９０７番１の一部

２　開発面積

１，６６０．６０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都西東京市北原町三丁目２番２２号

株式会社アーネストワン

代表取締役　松林　重行

４　検査済証交付年月日

令和３年２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９号

令和３年２月８日

　令和３年第１回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

告 示
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２号

令和３年２月８日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので，同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により，次

のとおり告示し，同条第２項により同法第１４条第１項に規定す

る図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

３・２・０１２号西風新都中央線

２　都市計画を変更する土地の区域

　広島市安佐南区の大塚東町，大塚東一丁目，大塚東二丁目，

大塚東三丁目，大塚西一丁目，大塚西二丁目，大塚西三丁目，

大塚西五丁目，佐伯区の石内北一丁目，石内北二丁目

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３号

令和３年２月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４号

令和３年２月１０日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フレスタ横川店

⑵　所在地　広島市西区横川町三丁目２番１５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

広島市長　　松　井　一　實

１　招集日　　　令和３年２月１５日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０号

令和３年２月８日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）臨港地区を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）臨港地区

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市佐伯区五日市港一丁目の一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１号

令和３年２月８日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により，広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので，同法第２０条第１項の規定により，次のとお

り告示します。

　なお，都市計画法第２０条第２項の規定により，関係図書を広

島市都市整備局都市計画課，安佐南区役所農林建設部建築課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

⑴　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域
西風新都大塚下観音山地区
地区計画（決定）

広島市安佐南区大塚西一丁
目の一部

２　縦覧場所

⑴�　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号　　　広島市都市

整備局都市計画課

⑵�　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号　　安佐南区役

所農林建設部建築課
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　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９号

令和３年２月１５日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので，同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０号

令和３年２月１５日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和３年２月５日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和３年２月１０日から同年６月１０日まで。広島市の休

日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に規定する

休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年６月１０日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６号

令和３年２月１５日
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広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

コスモ薬局桐陽台店 広島市安佐北区三入東１
丁目３０番２３号

平成２５年１
２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の再開の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３号

令和３年２月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４号

令和３年２月１５日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第１８条の

２第１項の規定に基づき，同条例第３６条の２第１項，第４項，

第５項及び第８項に規定する個人の市民税の申告に関する期限の

うち，その期限が令和３年３月１５日であるものについては，そ

の期限を令和３年４月１５日まで延長する。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６５号

令和３年２月１６日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６６号

令和３年２月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６７号

令和３年２月１９日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和３年２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除

安佐南区 大町東三丁目，祇園六丁目
及び伴中央二丁目の各一部

分流安佐北区 可部町大字南原及び可部南
二丁目の各一部

佐伯区
湯来町大字菅沢，五日市町
大字石内，八幡東一丁目及
び隅の浜一丁目の各一部
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の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７１号

令和３年２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７２号

令和３年２月１９日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき策定した令和２年度

一般廃棄物（ごみ）処理実施計画（令和２年４月１日告示）の一

部改正を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７３号

令和３年２月２２日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時

広島市市営富士
見町第五駐車場 １１区画

令和３年３月１日（月）午前９
時から
同年３月１２日（金）午後４時
まで

２　休止する理由

　広島ガステクノ・サービス株式会社が施工するガス管入替工

事に際し，広島市市営富士見町第五駐車場の前面道路を封鎖す

ることで，工事期間中，当該駐車場（２６区画中１１区画）へ

の車両の入出庫が困難になるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７４号

令和３年２月２４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６８号

令和３年２月１９日

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を，次のとおり開始

するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和３年２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

安佐南区 大町東三丁目，祇園六丁目
及び伴中央二丁目の各一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐北区 可部町大字南原及び可部南
二丁目の各一部

佐伯区
五日市町大字石内，八幡東
一丁目及び隅の浜一丁目の
各一部

佐伯区 湯来町大字菅沢の一部

位置：�広島市佐伯区湯
来町大字和田２
９３

名称：�和田水資源再生
センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６９号

令和３年２月１９日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和３年２月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，�
及び処理する区域 排水処理施設の名称

安芸区阿戸町の一部 阿戸農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７０号

令和３年２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立



広　　島　　市　　報―１２―　第１０９０号 令和３年３月３１日

令和３年２月２６日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17485 佐伯１区５
１７号線

佐伯区石内北二丁目５００９番地２６
１地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地９８
地先

17486 佐伯１区５
１８号線

佐伯区石内北二丁目５００９番地２２
０地先
佐伯区石内北二丁目５００９番地２４
地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７８号

令和３年２月２６日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17487
安佐南２区
１１５４号
線

安佐南区大町東二丁目４００番地３地
先
安佐南区大町東二丁目３９８番地１２
地先

17488 安佐南３区
８８０号線

安佐南区祇園一丁目６４番地１地先
安佐南区祇園一丁目６３番地２地先

17489 安佐南３区
８８１号線

安佐南区祇園六丁目５５７番地１地先
安佐南区祇園六丁目５５８番地１地先

17490 安芸１区６
８４号線

安芸区中野二丁目２７２番地９地先
安芸区中野二丁目２７２番地５地先

17491 佐伯１区５
１７号線

佐伯区石内北二丁目５００９番地２６
１地先
佐伯区石内北二丁目５００７番地９９
地先

17492 佐伯１区５
１８号線

佐伯区石内北二丁目５００９番地２２
０地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地１１
９地先

17493 佐伯１区５
２８号線

佐伯区石内北二丁目５００９番地２４
０地先
佐伯区石内北二丁目５００９番地１３
地先

17494 佐伯１区５
２９号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地７７
地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地６８

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者
ＤＣＭ分割準備株
式会社

東京都品川区南大井六
丁目２－７７

代表取締役　
石黒　靖規

２　委託した期間

契約締結日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７５号

令和３年２月２４日

　令和３年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

　なお，この単価は，令和３年４月１日以後に申請を受理した道

路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧

工事について適用する。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７６号

令和３年２月２６日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類，名称，位置及び区域

⑴　種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域
広島港五日市地区
地区計画（変更）

広島市佐伯区の五日市港一丁目
及び五日市港二丁目の各一部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号　　広島市都市整備

局都市計画課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号　　佐伯区役所農林

建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７７号



広　　島　　市　　報 第１０９０号　―１３―令和３年３月３１日

市　道 ３０号線 ～
13.29

109.15

市　道 佐伯１区５
３１号線

6.01　メートル
～
13.13

メートル
106.72

市　道 佐伯１区５
３２号線

6.02　メートル
～
13.71

メートル
114.71

市　道 佐伯１区５
３３号線

6.01　メートル
～
13.19

メートル
130.54

市　道 佐伯１区５
３４号線

6.00　メートル
～
13.44

メートル
155.56

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８０号

令和３年２月２６日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐南
２区１
１５４
号線

安佐南区大町東二丁目４０
０番地３地先 令和３年２月２

６日安佐南区大町東二丁目３９
８番地１２地先

市道

安佐南
３区８
８０号
線

安佐南区祇園一丁目６４番
地１地先 令和３年２月２

６日安佐南区祇園一丁目６３番
地２地先

市道

安佐南
３区８
８１号
線

安佐南区祇園六丁目５５７
番地１地先 令和３年２月２

６日安佐南区祇園六丁目５５８
番地１地先

市道
安芸１
区６８
４号線

安芸区中野二丁目２７２番
地９地先 令和３年２月２

６日安芸区中野二丁目２７２番
地５地先

市道
佐伯１
区５１
７号線

佐伯区石内北二丁目５００
９番地２６１地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
７番地９９地先

市道
佐伯１
区５１
８号線

佐伯区石内北二丁目５００
９番地２２０地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
８番地１１９地先

市道
佐伯１
区５２
８号線

佐伯区石内北二丁目５００
９番地２４０地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
９番地１３地先

市道

佐伯１
区５２
９号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地７７地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００

地先

17495 佐伯１区５
３０号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地５８
地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地５０
地先

17496 佐伯１区５
３１号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地４１
地先
佐伯区石内北二丁目５０１３番地３４
地先

17497 佐伯１区５
３２号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地２５
地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地１７
地先

17498 佐伯１区５
３３号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地１６
２地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地１５
４地先

17499 佐伯１区５
３４号線

佐伯区石内北二丁目５００８番地１４
３地先
佐伯区石内北二丁目５００８番地１３
２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７９号

令和３年２月２６日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安佐南２区
１１５４号
線

6.00　メートル
～
16.00

メートル
37.30

市　道 安佐南３区
８８０号線

4.20　メートル
～
7.28

メートル
42.09

市　道 安佐南３区
８８１号線

6.20　メートル
～
8.30

メートル
30.45

市　道 安芸１区６
８４号線

5.00　メートル
～
10.00

メートル
36.80

市　道 佐伯１区５
１７号線

9.02　メートル
～
58.62

メートル
979.28

市　道 佐伯１区５
１８号線

6.00　メートル
～
13.55

メートル
493.61

市　道 佐伯１区５
２８号線

6.01　メートル
～
13.44

メートル
161.76

市　道 佐伯１区５
２９号線

6.01　メートル
～
13.38

メートル
121.96

佐伯１区５ 6.01　メートル メートル



広　　島　　市　　報―１４―　第１０９０号 令和３年３月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８５号

令和３年２月２６日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第１項第８

号，第５３条第１項第６号，第５６条第１項第２号ニ及び別表第

３の５の項（に）の欄の規定に基づき，広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物につ

いて，容積率，建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更し

たので告示します。

　なお，この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

第５２条第１項第８号の規定に基づき定
める区域

第５２条第１項第８
号の規定に基づき定
める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項から５
の項までに掲げる区域を除く区域 １０分の１０

２�　平成１６年広島市告示第２１２号
（以下「旧告示」という。）の施行の
際，次の各号のいずれかに該当する区
域
　⑴�　旧告示の施行の際，現に存する建
築物又は現に建築，修繕若しくは模
様替の工事中の建築物の敷地の区域
で容積率が１０分の１０を超えてい
る区域

　⑵�　都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第４１条第１項の規定に基
づき容積率が１０分の１０を超え１
０分の２０以下と定められている区
域

１０分の２０

３�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の２０を超え１０分の３０以下と
定められている区域

１０分の３０

４�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の３０を超えて定められている区
域

１０分の４０

５�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図５のＤ及びＥ並びに別図６
のＦの部分に限る。）内において，同
法第１２条の５第７項の規定に基づき
容積率を１０分の２０と定める区域

１０分の２０

第５３条第１項第６号の規定に基づき定
める区域

第５３条第１項第６
号の規定に基づき定
める数値

８番地６８地先

市道
佐伯１
区５３
０号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地５８地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
８番地５０地先

市道
佐伯１
区５３
１号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地４１地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５０１
３番地３４地先

市道
佐伯１
区５３
２号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地２５地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
８番地１７地先

市道
佐伯１
区５３
３号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地１６２地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
８番地１５４地先

市道
佐伯１
区５３
４号線

佐伯区石内北二丁目５００
８番地１４３地先 令和３年２月２

６日佐伯区石内北二丁目５００
８番地１３２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８１号

令和３年２月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８２号

令和３年２月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８３号

令和３年２月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので，同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８４号

令和３年２月２６日
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並びに別図６のＦの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき，建築物の高さの最高限
度について「前面道路の反対側の境界
線までの水平距離に１．５を乗じて得
たもの」と定める区域

１．５

別図１～別図６　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８６号

令和３年２月２６日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課，安佐南区役所農林建設部農

林課，安佐北区役所農林建設部農林課，安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において，下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８７号

令和３年２月２６日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区戸坂くるめ木二丁目３５０番１

２　開発面積

４，１５４．６６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

株式会社フジ

代表取締役　山口　普

４　検査済証交付年月日

令和３年２月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

１�　市街化調整区域のうち２の項から５
の項に掲げる区域を除く区域 １０分の５

２�　旧告示の施行の際，次の各号のいず
れかに該当する区域

　⑴�　旧告示施行の際，現に存する建築
物又は現に建築，修繕若しくは模様
替の工事中の建築物の敷地の区域で
建蔽率が１０分の５を超えている区
域

　⑵�　都市計画法第４１条第１項の規定
に基づき建蔽率が１０分の５を超え
１０分の６以下と定められている区
域

１０分の６

３�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建蔽率が１
０分の６を超えて定められている区域

１０分の７

４�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図３の
Ｂ並びに別図４のＣ並びに別図５のＥ
並びに別図６のＦの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき建蔽率を１０分の６と定
める区域

１０分の６

５�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ及び別図５のＤの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき建蔽率を１０分の７と定
める区域

１０分の７

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき
定める区域

第５６条第１項第２
号ニの規定に基づき
定める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域 １．２５

２�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

２．５

３�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
並びに別図６のＦの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき，建築物の高さの最高
限度について「隣地境界線までの水平
距離のうち最小のものに相当する距離
を加えたものに２．５を乗じて得たも
の」と定める区域

２．５

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に
基づき定める区域

法別表第３の５の項
（に）の欄の規定に
基づき定める数値

１�　市街化調整区域うち２の項及び３の
項に掲げる区域を除く区域 １．２５

２�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

１．５

３�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
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　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，２月３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２７号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２０号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３３号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４号

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３０号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，２月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，２月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略
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広島市告示（南区）第２０号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日

　青崎駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，令和３年２月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３号

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　旭町仮設駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，令和３年２月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区９
３号線

安佐南区八
木三丁目２
９３３番地
１地先から
安佐南区八
木三丁目２
９５３番地
７地先まで

旧
3.20
～
4.55

45.50

新
6.05
～
7.40

45.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
１区９
３号線

安佐南区八木三丁目２９３
３番地１地先から
安佐南区八木三丁目２９５
３番地７地先まで

令和３年２月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１４号

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は，広島市西区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實�

（西区建設部維持管理課）

名称 所在地 供用開始の期日 区域
井口第六公
園

広島市西区井口四
丁目地内

令和３年２月８
日

別紙図面の
とおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１５号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１６号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。
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４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３３．５０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１６号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成５年１２月１０日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した葵之荘団地町内会

（代表者　亀田　隆敬）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　区域

広島市安佐南区長楽寺一丁目３６番１号から４９番４号

広島市安佐南区長楽寺一丁目８４番４０号から８４番４４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年２月１０日から同年２月２４日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在

里道 安佐南２区６８３
号里道

広島市安佐南区上安二丁目２００
０番

水路
Ｋ３－Ｅ２－か－
２－１－２－２９
号水路

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２０号

２　指定年月日　　令和３年２月１５日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区緑井八丁目の８８１番１の一

部及び８８１番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２２メートルから４．５２メートル

　　　　　　　　　延長　３４．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ６ 日

　その関係図面は，令和３年２月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区３
４号線

安佐南区東
原一丁目７
０１番地地
先から
安佐南区東
原一丁目７
０２番地１
地先まで

旧
2.54
～
3.50

33.50

新
3.45
～
3.50

33.50

市　道

安佐南
３区３
５号線

安佐南区東
原一丁目６
８３番地１
３地先から
安佐南区東
原一丁目６
８５番地７
地先まで

旧
3.45
～
3.50

38.70

新
3.72
～
3.75

38.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１４号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１日から同月１５日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
３区３
４号線

安佐南区東原一丁目７０１
番地地先から
安佐南区東原一丁目７０２
番地１地先まで

令和３年２月１
日

市　道
安佐南
３区３
５号線

安佐南区東原一丁目６８３
番地１３地先から
安佐南区東原一丁目６８５
番地７地先まで

令和３年２月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止番号　　　第１９号

２　指定年月日　　令和３年２月２日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区八木三丁目の６０４５番４１

の一部，６０５３番１７の一部



広　　島　　市　　報 第１０９０号　―２１―令和３年３月３１日

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，１月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１５号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，１月２７日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１６号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）による事業計画のある次

の道路を，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第

１項第４号に規定する道路と指定しました。

　この関係書類は，安佐北区役所農林建設部建築課にて一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和３年２月２日

３　路線名　　　　安佐北３区１０３号線

　　　　　　　　　安佐北３区６７２号線

　　　　　　　　　安佐北３区８８７号線

４　指定区間　　　（起点）�安佐北区可部一丁目１０８６番地１

地先

　　　　　　　　　（終点）�安佐北区亀山一丁目７４２番地１地

先

５　幅員　　　　　４．００ｍ～３５．４９ｍ

６　延長　　　　　７４０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月９日から同月２３日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年２月１２

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２０号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和３年３月１日から同年同月１５日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧
Ｋ３－Ｅ３－
き－８－１３
－１６号水路
の一部

安佐南区祇園八丁目１０９４番
２地先から
安佐南区祇園八丁目２７９番６
地先まで

新

安佐南区祇園八丁目１０９４番
２地先から
安佐南区祇園八丁目１０７１番
１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和３年３月１日から同年同月１５日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐南３区４８号
里道の一部

安佐南区祇園八丁目２７９番６地
先から同所２７９番６地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年２月２５

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４号



広　　島　　市　　報―２２―　第１０９０号 令和３年３月３１日

水路

旧 Ｘ小原毛－４
－３６号水路

１地先から同所２５２番１地先
まで

新
Ｋ３－Ｆ３－
Ｘ小原毛－４
－３６号水路

安佐北区亀山南二丁目２５２番
１地先から同所２５２番１地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第２１号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　令和３年第１回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　令和３年３月３日（水）　午後３時００分

２　招集場所　　�広島市安佐北区安佐町大字小河内４５７９番地

３

　　　　　　　　安佐小河内集会所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第２２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　令和３年第１回高南財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　令和３年３月９日（火）　午前９時３０分

２　招集場所　　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地４

　　　　　　　　白木出張所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ６ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車は，

広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１８日から同年３月４日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の 路線名 変更区間 旧新 敷地の幅員 敷地の延長

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
４区５
１９号
線

安佐北区安佐町大字久地字
城下４４３８番地３地先か
ら
安佐北区安佐町大字久地字
城下４４９１番地地先まで

令和３年２月９
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和３年２月１０日から同月２４日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道
安佐北４区Ｆ４－
Ｃ峠－１４－３－
１号里道

安佐北区安佐町大字後山字峠１２
２５２番１地先から同所１２２６
３番地先まで

里道
安佐北４区Ｆ４－
Ｃ峠－１４－４－
１号里道

安佐北区安佐町大字後山字峠１２
２４６番３地先から同所１２２４
３番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年２月１７日から同年３月３日まで，

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北４区２１４
８号里道

安佐北区安佐町大字飯室３９６４
番地先から同所３９６４番地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第２０号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和３年２月２４日から同年３月１０日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

Ｋ３－Ｆ３－ 安佐北区亀山南二丁目２５２番
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主要
地方道

瀬野川
福富本
郷線

２地先から
広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地２４
０地先まで

新

メートル
8.00
～
21.40

メートル

132.00

主要
地方道

瀬野川
福富本
郷線

広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地１９
２地先から
広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地１９
２地先まで

旧

メートル
6.30
～
10.20

メートル

17.40

新

メートル
9.40
～
13.60

メートル

17.40

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１２号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２４日から同年３月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区７９
号線

広島市安芸
区中野二丁
目３８２番
地１地先か
ら
広島市安芸
区中野二丁
目３８２番
地１地先ま
で

旧

メートル
2.80
～
3.20

メートル

25.50

新

メートル
5.90
～
6.00

メートル

25.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１３号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２４日から同年３月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区７９
号線

広島市安芸
区中野二丁
目３８２番
地１地先か
ら
広島市安芸
区中野二丁

旧

メートル
2.80
～
3.20

メートル

25.50

メートル
5.90

メートル

種類 別

市　道
安芸３
区１３
号線

広島市安芸
区船越六丁
目１２６７
番地１地先
から
広島市安芸
区船越六丁
目１２６７
番地１地先
まで

旧

メートル
3.00
～
3.80

メートル

9.20

新

メートル
3.00
～
7.50

メートル

9.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１８日から同年３月４日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

瀬野川
福富本
郷線

広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地２４
２地先から
広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地２４
０地先まで

旧

メートル
4.60
～
19.00

メートル

132.00

新

メートル
8.00
～
21.40

メートル

132.00

主要
地方道

瀬野川
福富本
郷線

広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地１９
２地先から
広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地１９
２地先まで

旧

メートル
6.30
～
10.20

メートル

17.40

新

メートル
9.40
～
13.60

メートル

17.40

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１１号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１８日から同年３月４日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

広島市安芸
区瀬野町字
長者山５３
６番地２４

旧

メートル
4.60
～
19.00

メートル

132.00
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す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３１
０号線

広島市安芸
区瀬野四丁
目１３７０
番地１地先
から
広島市安芸
区瀬野四丁
目１２９３
番地地先ま
で

旧

メートル
2.30
～
6.90

メートル

86.50

新

メートル
2.80
～
7.70

メートル

86.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３１
０号線

広島市安芸
区瀬野四丁
目１３７０
番地１地先
から
広島市安芸
区瀬野四丁
目１２９３
番地地先ま
で

旧

メートル
2.30
～
6.90

メートル

86.50

新

メートル
2.80
～
7.70

メートル

86.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸２
区６６
号線

広島市安芸
区阿戸町字
信山５０５
６番地１地
先から
広島市安芸

旧

メートル
4.49
～
4.57

メートル

18.17

メートル メートル

目３８２番
地１地先ま
で

新 ～
6.00

25.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１４号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２４日から同年３月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸３
区２号
線

広島市安芸
区船越六丁
目１３６２
番地８地先
から
広島市安芸
区船越六丁
目１３６２
番地３地先
まで

旧

メートル
2.97
～
3.66

メートル

45.00

新

メートル
2.97
～
5.49

メートル

45.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２４日から同年３月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸３
区２号
線

広島市安芸
区船越六丁
目１３６２
番地８地先
から
広島市安芸
区船越六丁
目１３６２
番地３地先
まで

旧

メートル
2.97
～
3.66

メートル

45.00

新

メートル
2.97
～
5.49

メートル

45.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１６号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
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広島市告示（佐伯区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２０号

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２１号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１０日から同月２４日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区４０
０号線

佐伯区皆賀三丁目９番地１
２地先から
佐伯区皆賀三丁目９番地１
４地先まで

令和３年２月１
０日

市　道
佐伯４
区４０
３号線

佐伯区皆賀三丁目１０番地
２地先から
佐伯区皆賀三丁目３１番地
９地先まで

令和３年２月１
０日

市　道
佐伯４
区４０
７号線

佐伯区皆賀三丁目６番地１
８地先から
佐伯区皆賀三丁目６番地４
地先まで

令和３年２月１
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２２号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月１０日から同月２４日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区阿戸町字
信山５０５
６番地１地
先まで

新 4.49
～
7.21

18.17

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１９号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年２月２６日から同年３月１２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸２
区６６
号線

広島市安芸
区阿戸町字
信山５０５
６番地１地
先から
広島市安芸
区阿戸町字
信山５０５
６番地１地
先まで

旧

メートル
4.49
～
4.57

メートル

18.17

新

メートル
4.49
～
7.21

メートル

18.17

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７号

令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１８号

令 和 ３ 年 ２ 月 ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１５号

２　指定年月日　　令和３年２月４日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区八幡一丁目の９５５番の一部及

び９５７番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　２１．４４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２６号

令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

広島市教育委員会告示第４号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する公印の名称
卒業証書 広島みらい創生高等学校長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和３年３月４日（木）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　広島市学校施設長寿命化計画の策定について（報告）

⑵　青少年交流事業の開催結果について（報告）

【非公開予定議題】

⑶　教職員の人事について（議案）

⑷　事務局職員の人事について（議案）

⑸　令和２年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書につい

て（議案）

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯４
区４０
０号線

佐伯区皆賀
三丁目９番
地１２地先
から
佐伯区皆賀
三丁目９番
地１４地先
まで

旧

メートル

4.50

メートル

34.32

新

メートル

6.00

メートル

34.32

市　道
佐伯４
区４０
３号線

佐伯区皆賀
三丁目１０
番地２地先
から
佐伯区皆賀
三丁目３１
番地９地先
まで

旧

メートル
3.60
～
4.70

メートル

67.08

新

メートル
6.00
～
8.00

メートル

67.08

市　道
佐伯４
区４０
７号線

佐伯区皆賀
三丁目６番
地１８地先
から
佐伯区皆賀
三丁目６番
地４地先ま
で

旧

メートル

4.20

メートル

35.19

新

メートル
6.00
～
9.50

メートル

35.19

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２３号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年２月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２４号

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２５号

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

教育委員会告示
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法第２５２条の３８第３項の規定により，次のとおり公表する。

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第５号

令和３年２月１０日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

広島市監査公表第４号

令和３年２月４日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

令和２年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告

の公表

　地方自治法第２５２条の３７第５項の規定により包括外部監査

人中川和之から監査の結果に関する報告の提出があったので，同

（別紙）

平成２２年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（環　境　局）

１　監査意見公表年月日

平成２３年２月７日（広島市監査公表第７号）

２　包括外部監査人

赤羽　克秀

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和３年２月２日（広業一第３８号）

４　監査のテーマ

市有財産の有効活用について

５　監査の意見及び対応の内容

未利用地について（船越焼却場，瀬野焼却場）
（所管課：環境局業務部業務第一課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　船越焼却場及び瀬野焼却場は，昭和６３年にごみ処理施設として稼働を停止
し，現在のところ両施設ともに未利用であり，今後の利用計画もないにもかかわ
らず長期間にわたり行政財産のままとなっている。行政財産の用途廃止を行い，
普通財産とする必要がある。
　両施設ともダイオキシン類の問題等で建物を解体するには多額な解体費用を要
し，また，解体の必要性も当面ないことから建物等がそのまま放置されている。
　しかし，このままずっと解体しないで放置しておいてよいかと言うと，いつか
は広島市の責任で解体する必要があるはずである。特に船越焼却場は市街地にあ
るため，町の美観という観点からもお金をかけて町をきれいにするという考え方
が必要である。

　監査の意見を受け，船越焼却場及び瀬野焼却場
について，平成２３年３月に行政財産の用途廃止
を行い，普通財産とした。
　なお，両施設については，施設を解体した後そ
の跡地を売却することとしており，これまで解体
に向けた検討を進めてきたが，解体まで時間を要
することから，利用可能な部分について，当面，
廃棄物処理業者の駐車場用地としてその一部を貸
し付け，利活用を図ることとする。

監査公表




